
 

 

 

 

 

平成 28 年１月から、マイナンバーの利用が始まります。それに伴い、社会保障・税分野の

手続きにおいて、申請書等に原則としてマイナンバーを記入していただくことになります。 

 

  

「通知カード」又は「個人番号カード」に記載されている１２桁のマイナンバー（個人番号）

を申請書等に記入してください。 

 

 

マイナンバーを使う手続きの際は、他人の成りすまし等を防止するため、厳格な本人確認を

行うよう法律で決められています。その為、マイナンバーが記入された申請書をご提出いた

だく際は、次の書類を提示してください。 
 

番号確認 

（正しいマイナンバーであることを確認） 

身元確認 

（申請者ご本人であることを確認） 

 

 

 

 

 

 

通知カード 

又は 

住民票の写し 

(ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ付) 

 

運転免許証 

又は    

パスポート 

など(※1) 

 
(※1)身元確認は基本的に、顔写真付のものは 1 点でかまいませんが、顔写真なしのものは２点必要です。 

・１点確認でよいもの：運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、療育手帳、 

精神障害者保健福祉手帳（顔写真付）、特別永住者証明書 等 

・２点確認でよいもの：公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、 

特別児童扶養手当証書。その他、氏名・住所（又は生年月日）が記載されて 

いる官公署等が発行したものでも可（住民基本台帳カード、介護保険被保険 

者証、社員証、学生証、後期高齢者医療被保険者証、各種医療証等）。 

 

マイナンバーの記入 

本  人  確  認 

個人番号カード 

身元確認と番号確認

が 1 枚で可能です。 



≪代理人が申請書等を提出する場合の必要書類≫ 
 

本人の番号確認書類 代理人の身元確認書類(※2) 代理権の確認書類 

本人の 

・通知カード 

・個人番号カード 

・住民票（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ付） 

（いずれも写しでも可） 

代理人の 

・個人番号カード 

・運転免許証 

・パスポート  等 

・法定代理人（成年後見人等）

の場合は戸籍謄本その他資格

を証明する書類 

・任意代理人の場合は委任状 

・これらが困難な場合は、 

本人の健康保険証 等 

（※2）代理人の身元確認書類は、表面に記載される（※１）の書類と同様です。 

 

 

 

 郵送により申請を行う場合は、本人確認のための書類の写しを封筒に入れて提出してくだ

さい。代理人が本人に代わって申請書等にマイナンバーを記載することはできません。その

場合は、マイナンバーは記載せず、本人確認のための書類の写しを同封して郵送してくださ

い。 

 また、郵送する際は、個人番号が見えないよう、申請書等を封筒に入れてご郵送ください。 

 

【問合せ先】 

文京区福祉部障害福祉課 

身体障害者支援係 ９階北側窓口  

（直通電話）０３－５８０３－１２１９ 

（ＦＡＸ）０３－５８０３－１３５２  

 

マイナンバーに係る書類を郵送で送る場合 


